
様式第１号（第６条関係） 

                             令和６年〇月〇日 

和泉市長 あて 

和泉市省エネ家電買替促進事業補助金交付申請書兼請求書 

 和泉市省エネ家電買替促進事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請をしま

す。また、補助金の交付決定がなされたときは、下記の金融機関の口座に補助金を振り込

んでいただきますよう請求します。 
記 

申

請

者

情

報 

住所 
〒594-8501 

和泉市府中町 2-7-5 

ふりがな いずみ たろう T 

E 

L 

(自宅) 0725–○○–○○○○ 

(携帯)  090-××××-×××× 氏名 和泉 太郎 

E-mail 00000000000@×××× 

※平日の日中に連絡可能な連絡先を複数ご記入ください。 

 購入家電① 購入家電② 

対象機器 □エアコン □冷蔵庫（冷凍庫） □エアコン □冷蔵庫（冷凍庫） 

購入日 令和６年 △月 △日 令和６年 △月 △日 

メーカー名 □パナソニック  

□ダイキン工業  

□三菱電機  

□日立  

□富士通ゼネラル  

□東芝  

□シャープ  

□その他 

(     ○○電機      )       

□パナソニック  

□ダイキン工業  

□三菱電機  

□日立  

□富士通ゼネラル  

□東芝  

□シャープ  

□その他 

(    ○○電機       ) 

機種名（型番） 〇×〇-00 △△△-00 

※記入欄が足りない場合は申請書を複数枚使用してください。 

補助対象経費合計 

【税抜き価格】 
       175,000  円 

※税抜き価格を記

入してください。 

交付申請額 補助対象経費合計が ５万円以上１０万円未満 → □ １万円 

１０万円以上１５万円未満 → □ ２万円 

１５万円以上 → □ ３万円 

※補助対象経費：省エネ家電の購入に要する費用 

（工事費を含み、消費税及び輸送費を除く。）  

裏面も記入必須です。 

記入漏れがある場合は、手続きに遅れが生じます。 

✓

窓口→提出日 

郵送→投函日 を記載してください。 




記載例 



✓

✓ ✓

✓

可能な限り複数の連絡先を 

記載してください。 



消費税抜きの金額を記載 

してください。 

領収書等の発行日を 

記載してください。 



該当の金額に 

チェックしてください。 

税込価格しかわからない場合

は、購入店に税抜価格をお尋ね

いただくか、税込価格を 1.1 で

割った価格（小数点以下切り捨

て）を記載してください。 



振込指定口座 ※申請者本人の口座をご記入ください。 

金融機関名 

(ゆうちょ銀行以外) 

銀 行  

信用金庫 

支店

名 

支 店 

出張所 

口座番号 0 1 2 3 4 5 6 種別 普通 ・ 当座 

口座名義人カナ イズミ タロウ 

ゆうちょ銀行 

記号（５桁） 番号（最大８桁） 

             

口座名義人カナ 
 

 

私は、下記事項を誓約・同意いたします 
 

右欄に✓を入れてください ☐ 

・和泉市省エネ家電購入促進補助金交付要綱の内容を了承しました 

・和泉市が保有する住民基本台帳情報を確認することに同意します 

・和泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しません 

・市税の滞納はしていません 

・本人又は同一世帯に属する者が、本補助金の交付を受けていません 

・補助金の交付後、申請内容に虚偽が判明した場合や、交付の決定の内容に違反することが判

明した場合は補助金を返還します 

 

 

☐ 領収書等の写し 

（購入日、購入金額の内訳、購入品名、購入店舗の所在地が記載されているもの） 

☐ 製造事業者が発行した補助対象家電の保証書の写し 

☐ 買替前の家電の家電リサイクル券（排出者控え）の写し 

☐ 本人確認書類 

（マイナンバーカード（個人番号記載部分は除く）又は運転免許証等の写し） 

☐ 買替前の家電の製造年が平成２７（２０１５）年以前であることがわかる書類の写し

又はカラー写真（買替前の家電製品の型番や品番が併記されていること） 

☐ 補助金の振込先の口座番号のわかるもの（通帳、キャッシュカード等）の写し 

 

 

 

≪添付書類≫ 下記書類６点を必ず添付してください 

○○○○ ○○

✓

申請者本人の口座を 

記載してください。 

家族名義の口座は不可です。 

忘れずにチェックを

入れてください。 

添付したことを確認後、 

チェックを入れてください。 


